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（※協力者の団体様におかれましては、会員企業様へのご周知をお願いいたします。）
（※ご担当者様におかれましては、社内の従業員の皆さまへ展開をお願いいたします。）

こんにちは。2020ＴＤＭ推進プロジェクト運営事務局です。
本号では、大会直前の2020TDMオンラインセミナーや、小規模テレワークコーナー
設置促進助成金についてお知らせします。
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◇１． 【2020TDM】オンラインセミナー開催の案内≪６月１７日開催≫

二者択一？ テレワークか出勤か ～働く上での新しい日常との付き合い方～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コロナ禍において、致し方なく導入したテレワーク。緊急事態宣言があけたら、従
業員は以前と同様に出勤させますか？

在宅勤務か出勤か、二者択一になっていませんか。
誰しもが思う、対面で行う何気ない会話のありがたみ。取引先とのアイスブレイク

が商談につながる感覚。
本セミナーでは、これからの働き方として、テレワークを率先して導入しながらも、

従業員や取引先との「これまで通りのコミュニケーション」とのバランスも重視する
お二人に、業務の生産性や従業員の働きやすさ、取引先とのコミュニケーションのあ
り方など、お伺いします。

これからテレワークの導入をお考えの企業、既にテレワークを導入されている企業
の皆様も、今後の働き方のスタンダードとは何か、新しい日常との付き合い方につい
て、一緒に考えてみませんか。

【開催日時】令和３年６月１７日（木）１６：００～（１時間程度）
※申込期限：６月１６日（水）１２：００

【開催方式】Zoomウェビナーによるオンラインセミナー
【申込受付】https://secure.try-sky.com/2020tdm/210617/
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【内容】
◆第１部（講演：各１０分程度）◆
・内田建設株式会社 代表取締役 内田 眞氏
・一般社団法人ビズ・ディスタンス協会 理事
（freee株式会社 金融アライアンス事業部 部長） 山本 聡一氏

◆第２部（座談会：３０分程度）◆
［パネリスト］
・内田建設株式会社 代表取締役 内田 眞氏
・一般社団法人ビズ・ディスタンス協会 理事
（freee株式会社 金融アライアンス事業部 部長） 山本 聡一氏

［ファシリテーター］
・東京都オリンピック・パラリンピック準備局 輸送担当部長 松本 祐一

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇２．【東京都】身近な場所でテレワークを実施できる環境の整備を促進します

～小規模テレワークコーナー設置促進助成金～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東京都では、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、テレワークの更なる定着
のため、地域の個店や商業施設等を活用して小規模なテレワークコーナーを設置する
都内中小企業等に対し、整備費を助成いたします。ぜひご活用ください！

【対象】
常用する労働者が３００人以下の企業で、都内に本社または事業所を置く事業者等
※その他要件あり

【助成金額・助成率】
助成金額：最大５０万円 助成率：１/２

【主な対象経費の例】
机、イス、パーティション等購入経費 ／ Wi-Fi・電源等設置経費 等

※問合せ先や事業の詳細についてはこちら↓
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/syoukibo.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇３． 【東京都】テレワーク・マスター企業支援事業≪受付〆切６月３０日（水）≫

～中小企業を対象にテレワークを実施した企業に奨励金を支給します～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東京都では、感染症拡大防止とテレワークの定着に向け、「週３日・社員の７割以
上」、３か月間、テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として
認定し、通信費や機器など企業が負担・支出した経費に基づき、最大８０万円の奨励
金を支給します。

■小規模テレワークコーナー設置コース■
【対象】

常時雇用する労働者が１名～３００名以下の都内中小企業等
【要件】

・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録
・トライアル期間中に、テレワーク実施可能な社員数のうち、
「週３日・社員の７割以上」、３か月間テレワークを実施
※その他要件あり

※問合せ先や事業の概要はこちら↓
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp//hatarakikata/telework/master/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※新型コロナウイルス感染症対策についてのお役立ち情報は過去のメールマガジンを

ご確認ください（vol.87以前に掲載）。
バックナンバーこちら（本プロジェクトの会員ＩＤとパスワードが必要です）↓
https://2020tdm.tokyo/members/melmaga_bn/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◎本メールは、2020ＴＤＭ推進プロジェクトへ参加申し込みをいただいた

企業・団体様の登録メールアドレス宛てにご送付しております。
◎本メールに心当たりのない場合や、ご不明な点がございましたら、

2020ＴＤＭ推進プロジェクト運営事務局までご連絡ください。
◎本メールにご意見等がある場合は、以下フォームよりお問い合わせください。

https://2020tdm.tokyo/inquiry
★――――――――――――――――――――――――――――――――――――★
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